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 資料 1－1  

市川市中小企業資金融資及び利子補給条例（抜粋） 

 
（市川市中小企業融資制度審議会） 
第14条 本市の中小企業者に係る融資制度について、市長の諮問に応じ調査審 

 議するため、市川市中小企業融資制度審議会（以下「審議会」という。） 
 を置く。 

（組織等） 
第15条 審議会は、次に掲げる非常勤の委員6人をもって組織し、当該委員は、 

市長が委嘱する。 
    （１）議会の議長  １人 
    （２）議会の建設経済委員会の委員長  １人 
    （３）市川商工会議所の代表者  １人 
    （４）学識経験のある者  ３人 
   ２ 委員の任期は、前項第 1 号及び第 2 号の委員にあってはその職にあ

る期間とし、同項第 3 号及び第 4 号の委員にあっては 2 年（補欠の委
員の任期は、前任者の残任期間）とする。 

   ３ 第 1 項第 3号及び第 4 号の委員は、再任されることができる。 
 
（会長及び副会長） 
第16条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員のうちから互選する。 

  ２ 会長は、会務を統理し、審議会を代表する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた 
ときは、その職務を代理する。 

 
（会議） 
第17条  審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、議長とな 

る。 
２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のと
きは、議長の決するところによる。 
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委　員 　稲葉　健二 市議会 R5.5.17～

市議会議長 議長

委　員 　小山田　なおと 市議会 R5.5.18～

市議会建設経済委員会 建設経済委員会

委員長

委　員 　山澤　則夫 市川商工会議所 R5.10.1 ～

市川商工会議所 代表者 R6.3.31

委　員 　小林　英正 学識経験者 R4.4.1 ～

千葉県税理士会市川支部 R6.3.31

委　員 　望月　健太 学識経験者 R4.4.1 ～

千葉銀行市川支店 R6.3.31
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東京ベイ信用金庫 R6.3.31

市川市中小企業融資制度審議会委員名簿

令和5年10月1日現在

氏　名　・　肩　書　等 選　　出 任　期 備考

委員長

指導課　課長

情報システム部 部長

次長

融資管理部 部長



26%

17%

16%

16%

6%

6%

3%
3%2%

東京ベイ信用金庫

千葉銀行

京葉銀行

朝日信用金庫

東京東信用金庫

千葉興業銀行

みずほ銀行
小松川信用金庫

りそな銀行

三菱UFJ銀行

三井住友銀行

東榮信用金庫
第一勧業信用組合

令和5年度

預託金配分額 割合

融資制度の仕組みと事業の概略      資料２－１ 
１．融資制度の仕組み 
融資制度とは、一般的に中小企業が民間金融機関から市中金利よりも低利で資金を借り入れが 

できるように自治体が金融機関に貸付原資の一部の預託や中小企業への利子補給を実施する枠組
みのことをいいます。本市においても、預託金と利子補給の 2本立ての仕組みにより、担保や信
用が少ない中小企業が、大企業向けの融資の市中金利とほぼ同じ利率で融資を受けられるように
しています。 

 
① 融資制度の取扱金融 

機関への資金の預託 
本市が預託金を融資制度の取扱金融機関に 1年間預け入れし、取扱金融
機関は元金と預託金をあわせて、中小企業に対して融資をするもの 

② 中小企業への利子補給 本市が年 2回、中小企業に対して利子補給をするもの 
 

〔グラフ：預託金と利子補給金の仕組み〕 

高 
 
 
 
 

  
低     

 

預託金の預入れは、中小企業の市中金利（ア）より引き下げられた融資制度の利率（イ）の
設定を可能とします。それによる預託金の金利の引下げ効果に加えて、さらに本市が中小企業
に対して利子補給をすることで、中小企業の負担を軽減した自己負担金利（ウ）が可能となり
ます。 
なお、本市融資制度では、中小企業の自己負担金利（ウ）が大企業の市中金利（エ）とほぼ

同じになるように利子補給を行っています。 
 
２．令和 5年度預託金（取扱金融機関別内訳） 
 

 

※令和 5年 1月末における融資残高に基づき、預託金を配分した。 
※各取扱金融機関は、預託金額に対して協調倍率の 7倍を掛けたものが融資限度額となる。 

（例）東京ベイ信用金庫の場合 238,000千円×7倍＝1,666,000千円 

№ 取扱金融機関名 預託金額(千円) 
1 東京ベイ信用金庫 238,000  
2 千葉銀行 151,000  
3 東京東信用金庫 145,000  
4 京葉銀行 144,000  
5 千葉興業銀行 55,000  
6 朝日信用金庫 55,000  
7 小松川信用金庫 23,000  
8 みずほ銀行 29,000  
9 りそな銀行 16,000  
10 三菱 UFJ銀行 17,000  
11 東榮信用金庫 11,000  
12 第一勧業信用組合 9,000  
13 三井住友銀行 7,000  
 計 900,000 
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本市融資 

制度利率 

（イ） 

①預託金の金利引き下げ効果 

 

②利子補給による自己負担金利の軽減 

（資金種別により、利子補給率は異なる。） 
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〔本市の融資制度〕 



３．融資資金メニュー及び令和 4年度融資実績                 
 

№ 資金種別 融資限度額
（万円） 

利率 
① 

利子補給率 
② 

自己負担率 
① －② 

令和 4年度 
実績（件数） 

1 小口零細企業保証制度資金 2,000万円 1.5～2.4％ 1.2％ 0.3～1.2% 77 
2 小規模事業資金 2,000万円 

1.8～3.0％ 

1.3％ 0.5～1.7% 15 
3 商店街空き店舗等利用資金 2,000万円 1.3％ 0.5～1.7% 0 
4 環境管理対策資金 2,500万円 1.8～2.0％ 0.0～1.0% 0 
5 公害防除資金 2,500万円 1.8～2.0％ 0.0～1.0% 0 
6 ﾍﾞﾝﾁｬｰﾋﾞｼﾞﾈｽ等支援資金 2,000万円 1.5～2.4％ 1.5～1.9％ 0.0～0.5% 47 
 計 － － － － 139 
※融資期間により、利率・利子補給率・自己負担率は異なる。 
 
 
４．令和 4年度融資実績 139件（Ａ～Ｄ項目別内訳） 
Ａ）資金使途別 B）業種別 C）融資金額別 D）融資期間別 
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年度別融資状況比較表
金額の単位：千円

１．総計 半年間比較（前年同時期比較）

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
250 1,592,580 201 1,114,460 53 269,130 134 723,360 139 756,620 64 366,400 77 467,320 13 100,920 120.3 127.5

２．項目別内訳
①資金使途別融資額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

運転資金 203 1,370,900 176 1,017,400 36 223,500 106 584,490 126 671,150 57 321,900 62 406,600 5 84,700 108.8 126.3
設備資金 40 172,980 24 91,060 16 44,430 26 118,870 12 80,470 7 44,500 13 46,620 6 2,120 185.7 104.8

運転設備資金 7 48,700 1 6,000 1 1,200 2 20,000 1 5,000 0 0 2 14,100 2 14,100 #DIV/0! #DIV/0!
250 1,592,580 201 1,114,460 53 269,130 134 723,360 139 756,620 64 366,400 77 467,320 13 100,920 120.3 127.5

②産業別融資額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
建設業 85 650,260 47 313,750 18 78,750 35 219,900 32 189,900 13 79,500 18 130,500 5 51,000 138.5 164.2
製造業 22 127,150 24 166,800 1 7,000 4 17,600 7 44,100 1 3,100 3 20,000 2 16,900 300.0 645.2

運輸・通信業 6 33,100 5 36,700 2 21,220 5 17,700 9 35,550 4 17,600 3 18,600 -1 1,000 75.0 105.7
卸・小売・飲食店 59 362,670 56 293,820 7 27,000 34 216,200 44 243,500 23 117,500 19 136,300 -4 18,800 82.6 116.0
金融・保険業 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
不動産業 24 105,880 10 60,860 7 28,060 15 90,860 6 35,700 4 13,500 7 59,370 3 45,870 175.0 439.8
サービス業 54 313,520 59 242,530 18 107,100 41 161,100 41 207,870 19 135,200 27 102,550 8 -32,650 142.1 75.9

250 1,592,580 201 1,114,460 53 269,130 134 723,360 139 756,620 64 366,400 77 467,320 13 100,920 120.3 127.5

③資金メニュー別融資額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
小口零細企業保証制度資金 177 854,680 152 687,010 33 139,380 71 328,990 77 353,770 36 165,200 37 196,920 1 31,720 102.8 119.2

小規模事業資金 48 575,500 31 322,050 6 41,250 19 176,270 15 135,500 7 62,500 7 90,000 0 27,500 100.0 144.0
公害防除資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

商店街空き店舗等利用資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
環境管理対策資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
独立支援資金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

ベンチャービジネス等支援資金 25 162,400 18 105,400 14 88,500 44 218,100 47 267,350 21 138,700 33 180,400 12 41,700 157.1 130.1
250 1,592,580 201 1,114,460 53 269,130 134 723,360 139 756,620 64 366,400 77 467,320 13 100,920 120.3 127.5

④金額別融資額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
100万円以内 18 16,650 20 19,300 4 3,050 14 13,300 11 8,750 4 2,800 5 4,500 1 1,700 125.0 160.7

100万円超～300万円以内 78 185,350 71 171,500 17 36,080 48 106,570 51 128,000 23 57,500 21 50,750 -2 -6,750 91.3 88.3
300万円超～500万円以内 56 255,900 45 209,700 17 75,700 37 174,290 36 168,000 18 82,600 22 102,970 4 20,370 122.2 124.7
500万円超～750万円以内 19 121,400 13 83,200 6 38,200 5 33,000 9 57,370 4 26,000 5 30,800 1 4,800 125.0 118.5
750万円超～1,000万円以内 41 385,300 32 300,760 4 37,000 16 159,700 21 200,000 8 76,000 18 174,300 10 98,300 225.0 229.3
1,000万円超～1,500万円以内 20 272,980 10 138,000 3 42,500 5 61,500 4 58,000 3 45,000 2 28,000 -1 -17,000 66.7 62.2
1,500万円超～2,000万円以内 18 355,000 10 192,000 2 36,600 9 175,000 7 136,500 4 76,500 4 76,000 0 -500 100.0 99.3

2,000万円超～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
250 1,592,580 201 1,114,460 53 269,130 134 723,360 139 756,620 64 366,400 77 467,320 13 100,920 120.3 127.5

⑤返済期間別融資額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
1年以内 8 57,700 10 27,600 1 10,000 2 21,000 4 2,800 2 1,300 6 36,000 4 34,700 300.0 2,769.2

1年超～3年以内 42 198,320 40 110,050 4 22,720 25 91,100 23 118,100 11 81,100 11 44,200 0 -36,900 100.0 54.5
3年超～5年以内 143 870,580 129 802,010 40 197,210 79 372,250 79 484,220 32 199,000 42 259,550 10 60,550 131.3 130.4
5年超～7年以内 57 465,980 22 174,800 8 39,200 28 239,010 33 151,500 19 85,000 18 127,570 -1 42,570 94.7 150.1
7年超～10年以内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

250 1,592,580 201 1,114,460 53 269,130 134 723,360 139 756,620 64 366,400 77 467,320 13 100,920 120.3 127.5

資料2-2

通年比較
年度

内
訳

令和4年度（4月～9月） 令和5年度(4月～9月） 対前年度増減 増減率（％）
件数及び金額

内
訳

平成30年度（4月～3月） 令和元年度（4月～3月） 令和2年度（4月～3月）

計

内
訳

計

令和3年度（4月～3月） 令和4年度（4月～3月）

計

内
訳

計

内
訳

計



年度別融資状況総括表

※金額の単位：千円

回収率
件数 金額 (%)

S35
～

H28
20,549 97,683,617 ― ― ― ― 835 1,784,202 205,159 2,447 73,976 ―

1,317 4,296,354

― (6,300,000)

1,178 4,009,836

― (6,300,000)

1,050 3,467,195

― (6,300,000)

692 2,082,174

― (6,300,000)

607 1,800,460

― (6,300,000)

586 1,800,640

― (6,300,000)

589 1,820,808

― (6,300,000)

合計 21,591 103,840,827 ― ― ― ― 882 1,966,120 225,750 2,755 77,141 34.17

※令和5年度は4月から9月までの実績（ただし、保証債務残高は8月末現在のもの）。

37 88 ―7 15,799 1,617R5※ 77 467,320 517 10,997

資料2-3

年度
融資実行件数・金額

保証債務残高(期末)
利子補給

代位弁済
融資限度額 発生状況 損失補償

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
補償
金額

回収状況

2,641 55H29 265 1,701,060 2,702 56,317 ―

3,914 507 36,827

9

366 ―

19,075 584

2,171 46,233

50,230

1,802

R1 201 1,114,460

H30 250 1,592,580 2,426

1,733 53

55 61115 56,643 5,525

63,470R2 53 269,130

―

6 15,119

―

―R3 134 723,360 1,240 38,450 6 842

462 ―

37,118 4,860 50

4

　要点①【融資実行】
　新規融資の実行はコロナ禍以前は200件台で推移していましたが、令和2年度は53件と大
幅に減少しています。減少要因としては、令和2年5月から令和3年3月まで国が民間金融機関
における「実質無利子・無担保融資」を実施したことが挙げられます。

　要点③【代位弁済】

　要点②【利子補給】

R4 139 756,620 1,103

  代位弁済の発生は年度ごとにばらつきがありますが、令和2年度以降の代位弁済の発生件数
はコロナ禍前と比較して低くなっています。
  令和2年度・令和3年度はいずれも6件と発生件数自体は同じですが、令和3年度は多額の代
位弁済が発生し、市の損失補償額が200万円を超える案件が2件が含まれていることにより、
金額の差が生じています。
  なお、今年度に関しては9月末現在で7件発生しており、今後更なる増加が見込まれます。

　利子補給は、1年を上期・下期に分け、上期（1月～6月）は9月末に交付、下期（7月～12
月）は翌年の3月末に交付しています。令和2～4年度は新型コロナウイルス感染症により、
市内中小企業者が影響を受けていることを考慮して、利子補給率を通常よりも引き上げて融
資利率と同率とする特例措置を実施しました。
    また、令和5年度上期の利子補給は通常の補給内容で実施し、517件、10,997千円となり
ました。

35,474 1,918 45 30017,136
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資料３ 

 「令和 6 年度市川市中小企業融資制度に係る利率・利子補給率等の運用について」 

 
融資利率・利子補給率の制度運用については主要な経済指標を参考としており、その動向から令和 6 

年度の運用は、 
制度利用者の融資利率及び自己負担金利の現状維持、よって利子補給率についても現状維持 

が妥当であるとの理由から、令和６年度の利率・利子補給率を現状維持で引き続き、運用することを 
考えております。 

 
＜参考とする経済指標の動向（要旨）＞ 
⑴ 貸出約定平均金利→融資利率の維持 

  貸出約定平均金利は、日本銀行が国内銀行及び信用金庫における貸出金利の集計結果にもとづいて
公表しているもので、以下の「表」及び「グラフ」は、新規に貸出しが行われ、約定時の貸出期間が 1 年以上の
貸出しを対象とし、貸出約定平均金利の推移を表したものです。 
市の融資制度利用者は信用金庫の顧客に最も近いと推測されます。このことから、市の融資利率は信用

金庫の貸出約定平均金利を参考にしており、この金利の概ね 1.5倍～2倍程度を目安としております。 
○1.5％の場合 1.5%×1.5倍=2.3%／1.5%×2倍＝3.0% 
○1.6％の場合 1.6%×1.5倍＝2.4%／1.6%×2倍＝3.2% 

 平成 30年 令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 
 国内銀行 0.764 0.722 0.677 0.759 0.749 0.860 
 都市銀行 0.654 0.627 0.568 0.779 0.757 0.894 
 地方銀行 0.822 0.787 0.776 0.764 0.760 0.853 
 第二地方銀行 1.016 0.915 0.886 0.886 0.800 0.996 

信用金庫 1.598 1.525 1.464 1.573 1.498 1.509 

          
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※令和 2年は 1月から 4月まで、令和 3年は 6月から 12月までの平均値 

（令和 2年 5月から令和 3年 5月まで、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う国の民間金融機関による無利子・無担保融資の実施の影響

を受けて、一時的に貸出約定平均金利が下がっていると推測されるため、当該期間の貸出約定平均金利は除いて上記の表を作成） 
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⑵ 長期プライムレート→自己負担金利の維持 
融資借入者の自己負担金利は、長期プライムレートを目安としています。 
（利率と利子補給の関係式） 

        融資利率－利子補給率＝実質的な自己負担金利≒長期プライムレート 
 

資金種別 
融資利率 

（融資期間 3年超～5年以内）  利子補給率  自己負担金利 

①  ②  ①－② 
小口零細企業 
保証制度資金 

2.10％ － 1.20% = 0.90% 

小規模事業資金 2.40％ － 1.30% = 1.10% 

 
 長期プライムレートは、民間金融機関が最も信用度の高い優良企業（大企業）向けに、長期（１年を超
える期間）で貸し出す時の最優遇貸出金利になります。近年は 1.00%前後でほぼ横ばいで推移しており、
令和 2 年 8 月 12 日以降は約 1 年半にわたり 1.00％の水準に据え置かれていました。その後、令和 4 年
2月に 1.10％に引き上げられると、6月に 1.20%、9月に 1.25%と段階的に引き上げられております。令和
5年に入り、2月に 1.50％まで引き上げられたのち、8月現在 1.40％となっております。 
日銀の金融緩和政策に伴い、長期プライムレートは引き上げられたものの、中小企業の景況感や昨今の物

価高騰などの点を考慮すると、融資借入者の実質的な自己負担金利は引き上げずに現状維持することが好
ましいと考えられます。 

 平成 30年 令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

長期 
プライムレート 

1.00% 
0.95%～ 

1.00% 
0.95%～ 

1.10% 
1.00% 

1.00%～ 
1.25% 

1.30%～ 
1.50% 
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⑶ 中小企業の景況感 

      企業の景況感を示すものとして、日本銀行が四半期に一度発表する全国企業短期経済観測調査（日
銀短観）があります。この調査の業況判断指数は、景気が良いと判断した企業の割合から、悪いと判断した
企業の割合を引いた数値が、「良い」だけであれば 100、「良い」と「悪い」と同数であれば 0 となり、プラスであ
れば景気は上向いていると判断するなど、景気の転換点を見るのに用いられるもので、大企業・中堅企業・中
小企業別の分類で発表されます。 
中小企業の業況判断指数を製造業、非製造業、宿泊・飲食サービスの分類で見ると、コロナ禍にあって指

数にはかなりの改善が見られ、コロナ禍以前に近い数値を示しており、景気が上向き始めていると思われます。 

 平成 30年 令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

製造業 
最大値 
最小値 

＋15～ 
＋14 

＋6～ 
－9 

－15～ 
－45 

－1～ 
－13 

－2～ 
－4 

  -5～ 
-6 

非製造業 
最大値 
最小値 

＋11～ 
＋8 

＋12～ 
＋7 

－1～ 
－26 

－4～ 
－11 

+6～ 
－6 

 +11～ 
+8 

宿泊・飲食 
サービス 

最大値 
最小値 

－4～ 
－7 

－4～ 
－15 

－41～ 
－81 

－36～ 
－75 

+2～ 
－66 

+17～ 
+3 
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  ⑷ 物価高騰による影響 

国内企業物価指数は、企業間で売買される物品の価格変動を示す指標ですが、令和 3 年から指数が上 
昇をはじめ、令和 4年に入ると指数のさらなる上昇が見られ、令和 5年に入っても、高い水準を維持しています。 
このことから、事業者は昨今の物価上昇を受けて、仕入れコストの増加等に直面していることが想定されます。 

 平成 30年 令和元年 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

国内企業
物価指数 

年 
平均値 

2.6 0.2 －1.2 4.6 9.7 6.8 

消費者 
物価指数 

年 
平均値 

1.0 0.5 0.0 －0.3 2.5 3.5 

※国内企業物価指数は、令和 5年は、1月から 6月までの平均値 
※消費者物価指数は、令和 5年は、1月から 6月までの平均値 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

令和 5 年 4 月 1 日現在 

市川市中小企業融資制度は、市内中小企業者の経営基盤の強化および安定化のために 

信用保証制度を通じて、必要な事業資金の融資を受けるためのものです。 

 

１．利用区分・資金種別(詳細は中面に一覧表の記載があります。)                                  

 

区分 利用できる資金 

市内中小企業者 

 

※市町村民税（特別区

民税を含む。）および 

法人市民税を 

完納していること。 

業歴 

１年以上 

小規模企業者 
(従業員が一定の人数以下) 

小口零細企業保証制度資金 

小規模事業資金 

 上記以外 

商店街空き店舗等利用資金 

環境管理対策資金 

公害防除資金 

市内開業予定者、または業歴 5 年未満の者 ベンチャービジネス等支援資金 

※信用保証協会の保証対象外業種(農林漁業・土地売買業(投機目的)・金融業等)は、本制度の対象外です。 

 

２．申込みから融資までの手続きの流れ                                                  

 
 

①申請者は、取扱金融機関にて融資の申込みをします。 

②取扱金融機関から市に申請書類が提出されることにより、市は申込みを受け付けます。 

③市は、申請の要件を確認した後、千葉県信用保証協会に対して申請案件の信用保証を依頼します。 

④千葉県信用保証協会による審査の後、信用保証の諾否について、市と取扱金融機関に回答があります。 

⑤市は、千葉県信用保証協会の回答（信用保証承諾）に基づいて、融資決定通知書を申請者に送付します。 

⑥取扱金融機関は、市の融資決定を受けた申込み案件に対し、融資を実行します。 

⑦市は、返済状況等の利子補給の要件を確認し、支払利子の一部を利子補給金として交付します（年 2 回）。 

ベンチャービジネス等支援資金に関しては、利子補給に加えて信用保証料を一括で支払われる方に対し、

信用保証料補助金を交付します。（補助金の交付内容は、中面のベンチャービジネス等支援資金の項目 

に記載があります。） 

 

 

 

 

 

 

③保証依頼 

 
⑦利子補給（全資金）・ 
信用保証料補助 

（ベンチャービジネス等支援資金限定） 

④信用保証書 

④保証決定 

市(商工業振興課) 千 葉 県 

信用保証協会 
申 請 者 

取扱金融機関 

⑥融資実行・返済 

①申込み 

⑤融資決定 

②申請書類 

<お問い合わせ先>市川市 経済観光部 商工業振興課 (融資担当) 

〒272-0021 市川市八幡 3 丁目 3 番 2-408 号  TEL：047-712-8779  FAX：047-712-8781 
 

市市川川市市中中小小企企業業融融資資制制度度  

融融資資ののししおおりり（（令令和和 55 年年度度版版））  
 
                                        



市川市中小企業融資制度資金一覧表(令和 5 年度版)  

資金種別 
（注 1～6） 

資金概要・融資対象者・利用要件 
資金 
使途 
（注 9） 

融資 
限度額 

(単位:万円)  
融資期間 融資利率 

利子補給率 
（注 10・11） 

信用保証・信用保証料率・信用保証料補助 

小口零細 

企業保証 

制度資金 

市内で 1 年以上同一の事業を継続して営んでいる小規模企業者(常時使用する従業員数が

20 人以下。商業・サービス業は 5 人以下。ただし、宿泊業及び娯楽業は 20 人以下)が事業

に必要とする資金 

☞ 商業とは卸売業・小売業(飲食店を含む)を指します。 

☞ 当資金の申込みにあたり、千葉県信用保証協会が設けている小口零細企業保証制 

度の要件を満たすことが必要です。 

☞ 既存の信用保証協会の保証付き融資残高(市川市中小企業融資制度以外の利用 

も含む)がある場合は、2,000 万円から当該残高を減じた額が融資限度額となります。 

運転 

 

設備 
2,000 

【運転資金】 

7 年以内 

(据置期間： 

6 か月以内) 

 

【設備資金】 

7 年以内 

(据置期間： 

1 年以内） 

融資期間 
適用 

利率 

①1 年以内 1.5% 

②1 年超～3 年以内 1.9% 

③3 年超～5 年
以内 2.1% 

④5 年超～7 年以内 2.4% 

☞小口零細企業保証制度資金は  

「7年超～10年以内」の設定がありませ

ん。 

①～④1.2% 

【信用保証】小口零細企業保証（責任共有対象除外）(注 12） 

【信用保証料率】 

＜個人＞ 
◎貸借対照表を作成している場合：状況に応じて 9 段階 (下表 B) 
◎貸借対照表を未作成の場合  ：一定料率(年 1.35%) 
◎特別小口保険適用の場合   ：一定料率(年 1.00%) 

＜法人＞ 
◎状況に応じて 9 段階（下表 B） 

 
☞ 有担保保証(担保提供が有る場合)：0.10%信用保証料割引 

（※特別小口保険適用は対象外） 

【信用保証料補助】：無 

小規模 

事業資金 

市内で 1 年以上同一の事業を継続して営んでいる小規模企業者(常時使用する従業員数が

20 人以下。商業・サービス業は 5 人以下。ただし、宿泊業及び娯楽業は 20 人以下)が事業

に必要とする資金 

☞ 商業とは、卸売業・小売業（飲食店を含む)を指します。 

運転 

 

設備 
2,000 

 

 

 

 

☞小規模事業資金は「7 年超～10 年 

以内」の設定がありません。 

 

 

 

 

 

融資期間 
適用 

利率 

⑤1 年以内 1.8% 

⑥1 年超～3 年以内 2.2% 

⑦3 年超～5 年以内 2.4
% 

⑧5 年超～7 年以内 2.7% 

⑨7 年超～10 年以内 3.0% 

⑤～⑧1.3% 
【信用保証】普通保証（責任共有対象）（注 12） 

【信用保証料率】 

<個人・法人とも> 

◎貸借対照表を作成している場合：状況に応じて 9 段階 (下表 A) 

◎貸借対照表を未作成の場合  ：一定料率(年 1.15%) 

☞ 有担保保証(担保提供が有る場合)：0.10%信用保証料割引 

＜保証料率表＞ 

A：責任共有 

対象の資金 

B：責任共有 

対象除外の資金 

0.45% 0.50% 

0.60% 0.70
% 

0.8
0% 0.90
% 

1.00% 
1.10% 

1.15% 
1.35% 

1.35% 1.6
0% 

1.55% 1.80% 

1.75% 2.00% 

1.90% 
2.20% 

 

【信用保証料補助】：無 

商店街 

空き店舗等 

利用資金 

１年以上同一の事業を継続して営んでいる中小企業者(市内・市外は問わない)が、市内の

商店街等で１か月以上空き店舗となっている店舗で小売業、飲食業、一定のサービス業を

開始するために必要とする資金 

運転 

 

設備 
2,000 

【運転資金】 

5 年以内 

(据置期間： 

6 か月以内) 

 

【設備資金】 

10 年以内 

(据置期間： 

1 年以内) 

⑤～⑨1.3% 

環境管理 

対策資金 

市内で１年以上同一の事業を継続して営んでいる中小企業者が、以下の目的で要する資金 

◇運転資金：ISO14001 の認証取得のための研修、コンサルタント契約、登録 

◇設備資金：ISO14001 の認証に基づき環境管理設備に要する資金 

☞ 市の環境担当課の承認が必要です。申込み前にご相談ください。 

運転 

 

設備 
2,500 

⑤1.8% 

⑥～⑨2.0% 

公害防除 

資金 

市内で１年以上同一の事業を継続して営んでいる中小企業者が、市内の工場・事業所に 

公害防除施設の設置や改善、又は工場の市内移転のために必要とする設備資金 

☞ 市の環境担当課の承認が必要です。申込み前にご相談ください。 

設備 2,500 
⑤1.8% 

⑥～⑨2.0% 

ベンチャー 

ビジネス等 

支援資金 

「産業競争力強化法」に基づき、事業開始または事業継続のために必要とする資金 

【創業者（いずれも新たに市内に事業所を設置して、事業を開始するもの）】 

◇事業をしておらず、新たに 1 月以内に開業する個人（注 7） 

◇事業をしておらず、新たに 2 月以内に会社を設立して開業する個人 

◇中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつ

つ、新たに設立する中小企業者である会社 

 

【新規中小企業者（いずれも市内に事業所を有するもの）】 

◇業歴 5 年未満の個人（事業開始以前に事業を営んでいなかった者）（注 7） 

◇業歴 5 年未満の会社（会社設立の日以前に事業を営んでいなかった者）（注 8） 

運転 

 

設備 

2,000 

(市外 

居住者等 

：1,000) 

 

【運転資金】 

5 年以内 

(据置期間： 

6 か月以内) 

 

【設備資金】 

7 年以内 

(据置期間： 

1 年以内) 

 

☞ベンチャービジネス等支援資金は

「7年超～10年以内」の設定がありませ

ん。 

融資期間 
適用 

利率 

⑩1 年以内 1.5% 

⑪1 年超～3 年以内 1.9% 

⑫3 年超～5 年以内 2.1% 

⑬5 年超～7 年以内 2.4% 

⑩1.5% 

⑪～⑬1.9% 

【信用保証】 創業関連保証（責任共有対象除外）(注 12) 

【信用保証料率】 
一定料率：1 件当たり年 0.80％ 

【信用保証料補助】 有 
半額補助（補助上限額：128,000 円) 

※令和 6 年 3 月 31 日までに融資が実行されるもの 
 

☞ ベンチャービジネス等支援の「市外居住者等」は、以下に該当 
する場合 
【創業者】（申込み時点） 
〇市内に居住していない、または居住期間が 1 年未満の個人 
〇市内に事業所がない、または事業所保有期間が１年未満の 

会社 
【新規中小企業者】（申込み時点） 
〇市内に居住していない個人 

  
（注 1） 返済方法は、元金均等返済または一括返済です。（一括返済は、据置期間内に限定）  （注 2） 申請者が個人の場合は、原則として保証人は不要です。  （注 3） 申請者が法人の場合は、原則として代表者が連帯保証人となります。 

（注 4） 申請者が外国人の場合は、住民票等に記載の在留期間が融資期間を超えていることが必要です。  （注 5） NPO 法人の場合、 「小口零細企業保証制度資金」および「ベンチャービジネス等支援資金」は各信用保証が対応していないため利用が出来ません。 

（注 6） 医業を主たる事業とする法人は、NPO 法人の該当の有無にかかわらず、常時使用する従業員数が 20 人以下の場合、「小口零細企業保証制度資金」の対象になります。  

（注 7） ベンチャービジネス等支援資金について、申請者が個人の場合は、申請時に年齢が 25 歳以上であることが必要です。 （注 8） ベンチャービジネス等支援資金は法人成りをした場合にも、個人として事業を開始後、通算で 5 年未満であれば対象になります。 

（注 9） 運転資金は、主たる事業所が市内にある場合、設備資金は市内に設備を設置する場合に限ります。  （注 10） 利子補給は融資実行日から 5 年間を限度とし、上期（9 月）・下期（3 月）の年 2 回、取扱金融機関を通じて申請者の口座に振り込みます。 

（注 11） 市民税および法人市民税の完納要件は、全ての資金に該当し、利子補給金受領時にも一律に適用されます。  （注 12） 責任共有制度は、金融機関 20％・信用保証協会 80％の割合で責任を共有するものです。（責任共有対象除外は、信用保証協会 100％責任） 

  



[申請に必要な書類］(下記以外の書類についても、必要に応じてご提出をいただく場合があります。) 
１．すべての資金種別で必要な書類 ※千葉県信用保証協会提出用の「保証関係書類送付書（複写式）」を添付してください。 
(1) 市指定様式 

・中小企業資金融資申請書 ・市民税納付状況等の調査に係る同意書、委任状 

(2) 千葉県信用保証協会所定の書式 

・信用保証委託申込書 ・信用保証依頼書 ・申込人（企業）概要 ・個人情報の取扱いに関する同意書（協会用）  

(3) その他 

・代表者個人の市(県)民税納税証明書（融資申込受付日により、必要書類が異なります。） 

融資申込 

受付 

令和 5 年 4 月～令和 5 年 7 月 →令和 4 年度市(県)民税納税証明書（原本） 

令和 5 年 8 月～令和 6 年 2 月 →令和 4 年度･令和 5 年度市(県)民税納税証明書（原本） 

令和 6 年 3 月 →令和 5 年度市(県)民税納税証明書（原本） 
※納税証明書が非課税対象者で取得できない場合、非課税証明書が必要です。※市内で事業を営む市外居住の個人事業主の 

場合、地方税法第 294 条第 1 項第 2 号の定めに基づく市民税を市川市に納めていることが必要です。 

・法人市民税納税証明書（原本）（直近決算期の分） 

※開業後間もなく法人市民税の納期が来ていない場合は、納税証明書に代わり市川市に提出の法人届出書の写しが必要です。 

・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し 
※市川市中小企業融資制度または保証協会を新規に利用する場合のみ（最近 3 か月以内のもの）。原則として２回目以降は変更 

があった場合のみ必要。ただし、完済後一定期間経過してから再度ご利用いただく場合等は改めてご提出いただく場合があります。 

・印鑑証明書の写し（個人・法人。法人の場合は、法人＋代表者個人） 

※保証協会を新規に利用する場合のみ（最近 3 か月以内のもの）。原則として２回目以降は変更があった場合のみ必要。 

・確定申告書(決算書)の写し（直近 2 期分：別表および勘定科目内訳明細があるもの。業歴が１期のみの場合は、１期分） 

 
２．申請内容や申請者の業種などに応じて必要な書類 ※【協会書式】は、千葉県信用保証協会にお問い合わせください。 

(1) ベンチャービジネス等支援資金・・・創業・再挑戦計画書【協会書式】、開業届の写し（個人または法人成りに該当の場合）・

定款の写し（ベンチャービジネス等支援資金を利用する法人の場合） 

(2) 決算期から 6 か月以上経過の場合・・・試算表または月別売上表   

(3) 使途が設備資金の場合・・・見積書写し／契約書写し、設備資金検討表【協会書式】（必要に応じて） 

(4) 設備資金で車両購入の場合・・・車体への看板表記等に関する同意書兼誓約書（車種に応じて必要）【市指定様式】 

(5) 店舗等物件の賃貸者契約を結ぶ場合・・・賃貸借契約書の写し（必要に応じて、店舗所在地の地図等も添付が必要） 

(6) 賃借物件の改装工事等を行う場合・・・改装承諾書（賃貸借契約書に特記事項がある場合は不要） 

(7) 保証人を付す場合・・・保証人等明細【協会書式】   (8) 許認可が必要な業種の場合・・・許認可証の写し  

(9) 建設業（軽微な建設工事のみの請負業者）の場合・・・宣誓書(建設業) 【協会書式】、受注明細書【協会書式】 

(10) 外国人の場合・・・住民票および在留カード写し（在留資格および期限、就労制限の有無が確認できることが必要） 

(11) 性風俗関連特殊営業の類似の営業を行っている場合・・・・・・宣誓書(性風俗関連特殊営業) 【協会書式】 
 

        ＜融資取扱店舗（部署）・口座開設店舗一覧＞ (統一金融機関コード順)  

市外局番の「047」は、記載を省略しております。                                         令和 5 年 4 月 1 日現在 

〔みずほ銀行〕  〔千葉銀行〕   〔京葉銀行〕  〔朝日信用金庫〕 

船橋/本八幡/松戸  松戸 364-2101   ◆本八幡 378-2511  行徳駅前 397-6211 

行徳/市川/西葛西  市川 322-0161    中山 335-6101    

みずほ銀行 融資相談・受付 
◆エンゲージメントオフィス 
（03-6631-9555） 

 ◆本八幡 322-0181   北方 336-1181  〔東京東信用金庫〕 

 本八幡南 377-8751   原木中山 393-1511  市川 373-8411 

 浦安 351-2141  ◆浦安 351-2101  市川南 323-1535 

〔三菱ＵＦＪ銀行〕  中山 334-1145   行徳 356-9111  本八幡 378-3561 

小岩/八幡/浦安  西船橋 047-434-3311   市川 324-2121  南行徳 356-7811 

市川八幡/市川  行徳 397-7111   矢切 362-8011    
三菱ＵＦＪ銀行 融資相談・受付 
◆小岩支店 
（03-3658-2151） 

 高塚 391-5221   矢切支店は、 
◆松戸支店(364-2171) 
にて融資相談・受付 

 〔東栄信用金庫〕 

 松飛台 386-7111    浦安 352-1111 

 矢切 365-2181     

〔三井住友銀行〕  新浦安 354-2011      〔小松川信用金庫〕 

本八幡/行徳/市川/江戸川  南行徳 358-4001   〔東京ベイ信用金庫〕  市川南 378-2711 
三井住友銀行 融資相談・受付 
◆法人プロモーションオフィス
(0120-16-2310） 

     本店 326-1111    

 〔千葉興業銀行〕   八幡 334-2511  〔第一勧業信用組合〕 

 ◆松戸 362-0151   行徳 357-2111  篠崎 03-3678-6991 

〔りそな銀行〕  東松戸 710-2211   宮久保 371-3471  篠崎支店は、 
◆市川法人営業所(711-0162) 
にて融資相談・受付 

 ◆船橋  047-423-4701   市川 326-8111   矢切 363-7171 
 

 市川 357-6161   ◆八幡 335-3161   大野 338-1111 

 行徳 334-0185    中山 334-1717        

 

行徳支店は、 
◆西葛西支店(03-3686-7511)
にて融資相談・受付 

                                                                                         原木中山 335-2121       

 浦安 354-3711        

          
 

注）店舗名に下線のある店舗では、融資相談・受付は行って 

 おりません。 

  同一金融機関内の◆印のある部署または店舗にお問い 

 合わせください。 



参考資料②

令和4年度

預託金額 預託金額 前年度比 協調倍率 融資限度額

みずほ銀行 31,000 29,000 △ 2,000 7倍 203,000

三菱UFJ銀行 22,000 17,000 △ 5,000 7倍 119,000

三井住友銀行 8,000 7,000 △ 1,000 7倍 49,000

りそな銀行 25,000 16,000 △ 9,000 7倍 112,000

千葉銀行 158,000 151,000 △ 7,000 7倍 1,057,000

千葉興業銀行 69,000 55,000 △ 14,000 7倍 385,000

京葉銀行 135,000 144,000 9,000 7倍 1,008,000

東京ベイ
信用金庫

204,000 238,000 34,000 7倍 1,666,000

朝日
信用金庫

56,000 55,000 △ 1,000 7倍 385,000

東京東
信用金庫

138,000 145,000 7,000 7倍 1,015,000

東榮
信用金庫

13,000 11,000 △ 2,000 7倍 77,000

小松川
信用金庫

31,000 23,000 △ 8,000 7倍 161,000

第一勧業信用
組合

10,000 9,000 △ 1,000 7倍 63,000

計 900,000 900,000 - - 6,300,000

令和5年度預託金配分額及び融資限度額一覧表

金額の単位：千円

金融機関名
令和5年度

［預託金の各金融機関別配分方法］
　預託金額総額900,000千円から各銀行一律6,000千円を配分した後、その残額を令和5年1月末
時点の各金融機関の融資残高に応じて按分し、預託金配分額を算出。



 参考資料③  

 

中小企業融資及び利子補給に 

関 す る 条 例 ・ 規 則 集 

（令和 5年度第 1回中小企業融資制度審議会配付用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 川 市 

 

 

 

 



 

目  次 

 

１ 中小企業資金 

(１)市川市中小企業資金融資及び利子補給条例・・・・・・・・・・・・・・・１ 

(２)市川市中小企業資金融資及び利子補給条例施行規則・・・・・・・・・・・５ 

 

２  ベンチャービジネス等支援資金 

(１)市川市ベンチャービジネス等支援資金融資及び利子補給条例 ・・・・・・９ 

(２)市川市ベンチャービジネス等支援資金融資及び利子補給条例施行規則 ・・１２ 

 

 



市川市中⼩企業資⾦融資及び利⼦補給条例 (平成16年３⽉19⽇条例第９号) 

最終改正:令和５年３⽉23⽇条例第１号

改正内容:令和５年３⽉23⽇条例第１号 [令和５年４⽉１⽇]

○市川市中⼩企業資⾦融資及び利⼦補給条例
平成16年３⽉19⽇条例第９号

改正
平成19年９⽉25⽇条例第32号
平成20年３⽉28⽇条例第２号
平成20年３⽉31⽇条例第18号
平成20年３⽉31⽇条例第19号
平成23年３⽉28⽇条例第２号
平成23年３⽉28⽇条例第４号
平成23年３⽉28⽇条例第21号
平成23年６⽉20⽇条例第30号
平成25年９⽉18⽇条例第38号
平成30年３⽉22⽇条例第14号
令和５年３⽉23⽇条例第１号

市川市中⼩企業資⾦融資及び利⼦補給条例
市川市中⼩企業資⾦融資条例（昭和42年条例第19号）の全部を改正する。
（目的）

第１条 この条例は、事業に要する資⾦の調達が困難な中⼩企業者に対し、⾦融機関からの資⾦の融資を円滑にするとともに、当
該融資の利⼦の⼀部を補給することにより、市内の中⼩企業の振興を図ることを目的とする。
（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(１) 中⼩企業者 中⼩企業信⽤保険法（昭和25年法律第264号。以下「法」という。）第２条第１項に規定する中⼩企業者の
うち、市内に店舗、⼯場、事務所、営業所等を有する法⼈及び個⼈をいう。

(２) ⼩規模企業者 法第２条第３項に規定する⼩規模企業者のうち、市内に店舗、⼯場、事務所、営業所等を有する法⼈及び
個⼈をいう。

(３) ⼩規模事業資⾦ ⼩規模企業者が事業の経営上必要とする資⾦のうち、⼩⼝零細企業保証制度資⾦以外のものをいう。
(４) ⼩⼝零細企業保証制度資⾦ ⼩規模企業者が事業の経営上必要とする資⾦のうち、国が定める⼩⼝零細企業保証制度に基
づき千葉県信⽤保証協会（以下「保証協会」という。）が債務の全額を保証するものをいう。

(５) 商店街空き店舗等 商店街並びに都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第１号に規定する近隣商業地域及び
商業地域内にある店舗その他の事業活動のための施設であって事業の⽤に供されていないもののうち規則で定める要件を備え
るものをいう。

(６) 商店街空き店舗等利⽤資⾦ 商店街空き店舗等において⼩売業、飲⾷業⼜は規則で定めるサービス業を開始するために要
する資⾦をいう。

(７) 公害防除資⾦ 市内の⼯場⼜は事業所から発⽣する公害を防除するために⾏う公害防除施設の設置若しくは改善⼜は⼯場
移転（市内への移転に限る。）に要する資⾦をいう。

(８) 環境管理対策資⾦ ＩＳＯ14001（国際標準化機構が作成した環境管理に関する国際規格をいう。）の認証を取得するた
めに要する資⾦をいう。

（融資対象者等）
第３条 前条第３号、第４号及び第６号から第８号までに掲げる資⾦（以下「融資資⾦」という。）の融資対象者、融資限度額、
使途、融資期間及び融資利率は、別表に定めるとおりとする。
（融資の要件）

第４条 融資資⾦の融資を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(１) 適切かつ確実な事業計画を有し、かつ、経営能⼒を備えていること。
(２) 融資対象となる施設は、市内に設置するものであること。
(３) 市内で１年以上同⼀事業を継続して営んでいること。
(４) 市町村⺠税（特別区⺠税を含む。以下同じ。）の課税対象者の場合にあっては、当該市町村⺠税を完納していること。
(５) 連帯保証⼈を付し、⼜は担保を提供することができること。
(６) 保証協会の保証を受けることができること。

２ 前項第３号の規定にかかわらず、商店街空き店舗等利⽤資⾦の融資を受けようとする者にあっては、同号に掲げる要件のうち
事業を営んでいる場所が市内であることを要しない。

３ 第１項第５号の規定にかかわらず、法第３条の３第１項に規定する特別⼩⼝保険の適⽤を受ける⼩規模企業者及び保証協会の
審査において連帯保証⼈を付し、⼜は担保を提供する必要がないと判断された者にあっては、同号に掲げる要件を備えることを
要しない。
（融資⾦融機関）
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第５条 融資資⾦の融資を⾏う⾦融機関（以下「融資⾦融機関」という。）は、規則で定める。
（原資の預託）

第６条 市は、融資資⾦の融資を円滑に⾏わせるため、融資⾦融機関に融資資⾦の原資を預託するものとする。
（融資の⽅法）

第７条 融資資⾦の融資は、市⻑が適当と認めるものについて、融資資⾦の融資を受ける者と融資⾦融機関との間で⾦銭消費貸借
契約（以下「融資契約」という。）を締結することにより⾏う。

２ 市⻑は、前項の適当と認める融資について、融資資⾦の融資を受ける者に条件を付することができる。
（信⽤保証料）

第８条 融資資⾦の融資を受けた者（以下「借⼊者」という。）は、保証協会に信⽤保証料を⽀払わなければならない。
２ 前項の信⽤保証料の料率は、保証協会の定めるところによる。
（弁済）

第９条 融資を受けた融資資⾦の弁済の⽅法は、原則として元⾦均等弁済とする。
２ 融資を受けた融資資⾦は、融資契約で定めた融資の期間の満了の時までに弁済しなければならない。
３ 融資を受けた融資資⾦について、市⻑が適当と認めるときは、融資のあった⽇の属する⽉の翌⽉から、運転資⾦にあっては６
⽉を、設備資⾦にあっては１年を限度に、元本の弁済を猶予することができる。
（保証協会への損失補償）

第10条 市は、融資を受けた融資資⾦を保証協会が借⼊者に代わって弁済したときは、保証協会との契約に基づき、当該弁済し
た額の10分の２に相当する額の範囲内の額を保証協会に補償するものとする。
（保証協会及び融資⾦融機関の責任の共有等）

第11条 保証協会及び融資⾦融機関は、融資資⾦（⼩⼝零細企業保証制度資⾦を除く。）の融資について国が定める基準に従い
責任を共有するものとする。

２ 保証協会及び融資⾦融機関は、中⼩企業者に対し、相互に連携して融資資⾦の融資の実⾏及びその後における経営相談等の適
切な経営⽀援を⾏うものとする。

３ 市は、前項の規定による経営⽀援について中⼩企業者に⼗分な周知を⾏う等、当該経営⽀援に協⼒するものとする。
（利⼦補給）

第12条 市は、借⼊者が融資資⾦の融資について融資⾦融機関に利⼦を⽀払ったときは、当該利⼦を⽀払ったときの当該融資の
元本の残⾼に応じ、年5.0パーセント以内で規則で定める率の利⼦補給を⾏うものとする。

２ 前項の利⼦補給を⾏う期間は、融資契約で定めた融資の期間とする。ただし、当該期間が５年を超えるときは、５年とする。
（返還等）

第13条 市⻑は、借⼊者が次の各号のいずれかに該当するときは、借⼊者に対し、融資を受けた融資資⾦を融資⾦融機関に⼀括
して弁済させることができる。
(１) 融資を受けた目的以外の使途に融資資⾦を使⽤したとき。
(２) 第７条第２項の条件に違反したとき。
(３) 虚偽その他不正の⼿段により融資資⾦の融資を受けたとき。

２ 市⻑は、借⼊者が利⼦補給を受けた後に繰上弁済⼜は⼀括弁済をしたことにより融資⾦融機関から既に⽀払った利⼦の返還を
受けたときは、当該返還を受けた利⼦に係る利⼦補給⾦を返還させることができる。

３ 市⻑は、借⼊者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資を受けた融資資⾦に係る利⼦補給を停⽌し、若しくは当該利⼦
補給の決定を取り消し、⼜は融資を受けた融資資⾦に係る利⼦補給⾦の全部⼜は⼀部を返還させることができる。
(１) 融資を受けた目的以外の使途に融資資⾦を使⽤したとき。
(２) 第７条第２項の条件に違反したとき。
(３) 虚偽その他不正の⼿段により融資資⾦の融資を受けたとき。
(４) 融資契約のとおりに融資資⾦を弁済しないとき。
(５) 市内に店舗、⼯場、事務所、営業所等を有しなくなったとき。
(６) 市町村⺠税の課税対象者の場合にあっては、当該市町村⺠税を滞納したとき。
(７) 融資資⾦に係る利⼦補給を決定したときに付した条件に違反したとき。
（市川市中⼩企業融資制度審議会）

第14条 本市の中⼩企業者に係る融資制度について、市⻑の諮問に応じ調査審議するため、市川市中⼩企業融資制度審議会（以
下「審議会」という。）を置く。
（組織等）

第15条 審議会は、次に掲げる非常勤の委員６⼈をもって組織し、当該委員は、市⻑が委嘱する。
(１) 議会の議⻑ １⼈
(２) 議会の建設経済委員会の委員⻑ １⼈
(３) 市川商⼯会議所の代表者 １⼈
(４) 学識経験のある者 ３⼈

２ 委員の任期は、前項第１号及び第２号の委員にあってはその職にある期間とし、同項第３号及び第４号の委員にあっては２年
（補⽋の委員の任期は、前任者の残任期間）とする。

３ 第１項第３号及び第４号の委員は、再任されることができる。
（会⻑及び副会⻑）

第16条 審議会に会⻑及び副会⻑各１⼈を置き、委員のうちから互選する。
２ 会⻑は、会務を統理し、審議会を代表する。
３ 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるとき⼜は会⻑が⽋けたときは、その職務を代理する。
（会議）
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第17条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会⻑が招集し、議⻑となる。
２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
３ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議⻑の決するところによる。
（事務）

第18条 審議会の事務は、経済観光部において処理する。
（報酬及び費⽤弁償）

第19条 市は、委員に対し、市川市特別職の職員の給与及び報酬並びに旅費及び費⽤弁償に関する条例（昭和31年条例第26号）
の定めるところにより、報酬を⽀給し、及び職務を⾏うための費⽤を弁償する。
（委任）

第20条 この条例の施⾏に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則

（施⾏期⽇）
１ この条例は、平成16年４⽉１⽇から施⾏する。
（市川市中⼩企業育成資⾦利⼦補給条例の廃⽌）

２ 市川市中⼩企業育成資⾦利⼦補給条例（昭和40年条例第30号）は、廃⽌する。
（経過措置）

３ 改正後の市川市中⼩企業資⾦融資及び利⼦補給条例の規定は、平成16年４⽉１⽇以後に同条例及びこれに基づく規則の規定
により申請のあった資⾦の貸付け及び利⼦補給について適⽤し、同⽇前に改正前の市川市中⼩企業資⾦融資条例及びこれに基づ
く規則の規定により申請のあった資⾦の貸付け並びに前項の規定による廃⽌前の市川市中⼩企業育成資⾦利⼦補給条例の規定に
より申請のあった利⼦補給については、なお従前の例による。
（市川市特別職の職員の給与、旅費及び費⽤弁償に関する条例の⼀部改正）

４ 市川市特別職の職員の給与、旅費及び費⽤弁償に関する条例（昭和31年条例第26号）の⼀部を次のように改正する。
（次のよう略）
附 則（平成19年９⽉25⽇条例第32号）

この条例は、平成19年10⽉１⽇から施⾏する。
附 則（平成20年３⽉28⽇条例第２号抄）

（施⾏期⽇）
１ この条例は、平成20年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成20年３⽉31⽇条例第18号抄）
（施⾏期⽇）

１ この条例は、平成20年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則（平成20年３⽉31⽇条例第19号）

この条例は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（平成23年３⽉28⽇条例第２号抄）

（施⾏期⽇）
１ この条例は、平成23年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成23年３⽉28⽇条例第４号抄）
（施⾏期⽇）

１ この条例は、平成23年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則（平成23年３⽉28⽇条例第21号）

（施⾏期⽇）
１ この条例は、平成23年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ 改正後の第４条及び別表の規定は、平成23年４⽉１⽇以後に融資の申請のあった資⾦について適⽤し、同⽇前に融資の申請
のあった資⾦については、なお従前の例による。

附 則（平成23年６⽉20⽇条例第30号）
この条例は、公布の⽇から施⾏する。

附 則（平成25年９⽉18⽇条例第38号）
この条例は、⼩規模企業の事業活動の活性化のための中⼩企業基本法等の⼀部を改正する等の法律（平成25年法律第57号）の

施⾏の⽇⼜はこの条例の公布の⽇のいずれか遅い⽇から施⾏する。
附 則（平成30年３⽉22⽇条例第14号）

（施⾏期⽇）
１ この条例は、平成30年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ 改正後の別表⼩⼝零細企業保証制度資⾦の項及び同表備考２の規定は、平成30年４⽉１⽇以後に融資の申請のあった改正後
の第２条第４号に規定する⼩⼝零細企業保証制度資⾦について適⽤し、同⽇前に融資の申請のあった改正前の第２条第４号に規
定する⼩⼝零細企業保証制度資⾦については、なお従前の例による。

附 則（令和５年３⽉23⽇条例第１号抄）
（施⾏期⽇）

１ この条例は、令和５年４⽉１⽇から施⾏する。
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別表（第３条関係）

備考
１ ⼩規模事業資⾦の融資限度額は、運転資⾦及び設備資⾦を合わせて2,000万円とする。
２ ⼩⼝零細企業保証制度資⾦の融資限度額は、運転資⾦及び設備資⾦を合わせて2,000万円とする。ただし、⼩⼝零細企業
保証制度資⾦の融資を受けようとする場合において、信⽤保証協会の保証を受けた融資の元本の残⾼があるときは、2,000
万円から当該残⾼を減じて得た額とする。

３ 商店街空き店舗等利⽤資⾦の融資限度額は、運転資⾦及び設備資⾦を合わせて2,000万円とする。
４ 環境管理対策資⾦の融資限度額は、運転資⾦及び設備資⾦を合わせて2,500万円とする。

種類 融資対象者 融資限度額 使途 融資期間 融資利率
⼩規模事
業資⾦

⼩規模企業者 2,000万円 運転資⾦ ７年以内 市と融資⾦融機関
との間で定める利
率

設備資⾦ ７年以内 市と融資⾦融機関
との間で定める利
率

⼩⼝零細
企業保証
制度資⾦

⼩規模企業者 2,000万円 運転資⾦ ７年以内 市と融資⾦融機関
との間で定める利
率

設備資⾦ ７年以内 市と融資⾦融機関
との間で定める利
率

商店街空
き店舗等
利⽤資⾦

中⼩企業者であって、市内に所在
する商店街空き店舗等において⼩
売業、飲⾷業⼜は規則で定める
サービス業を開始するもの

2,000万円 運転資⾦ ５年以内 市と融資⾦融機関
との間で定める利
率

設備資⾦ 10年以内 市と融資⾦融機関
との間で定める利
率

公害防除
資⾦

中⼩企業者 2,500万円 設備資⾦ 10年以内 市と融資⾦融機関
との間で定める利
率

環境管理
対策資⾦

中⼩企業者 2,500万円 運転資⾦ ５年以内 市と融資⾦融機関
との間で定める利
率

設備資⾦ 10年以内 市と融資⾦融機関
との間で定める利
率
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市川市中⼩企業資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則 (平成16年３⽉31⽇規則第29号)

最終改正:令和４年12⽉28⽇規則第58号

改正内容:令和４年12⽉28⽇規則第58号 [令和５年４⽉１⽇]

○市川市中⼩企業資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則
平成16年３⽉31⽇規則第29号

改正
平成17年３⽉31⽇規則第18号
平成18年12⽉14⽇規則第81号
平成19年10⽉１⽇規則第42号
平成20年３⽉26⽇規則第７号
平成21年４⽉１⽇規則第29号
平成26年２⽉14⽇規則第２号
平成27年３⽉23⽇規則第11号
平成28年３⽉31⽇規則第24号
平成28年３⽉31⽇規則第46号
平成30年３⽉22⽇規則第５号
令和４年12⽉28⽇規則第58号

市川市中⼩企業資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則
市川市中⼩企業資⾦融資条例施⾏規則（昭和43年規則第12号）の全部を改正する。
（趣旨）

第１条 この規則は、市川市中⼩企業資⾦融資及び利⼦補給条例（平成16年条例第９号。以下「条例」という。）の施
⾏に関し必要な事項を定めるものとする。
（商店街空き店舗等の要件）

第２条 条例第２条第５号に規定する規則で定める要件は、１⽉以上事業の⽤に供されていないこととする。
（規則で定めるサービス業）

第３条 条例第２条第６号に規定する規則で定めるサービス業は、次に掲げるとおりとする。
(１) クリーニング業
(２) ⽇⽤品のレンタル業
(３) 医業
(４) 写真業
(５) 理容業及び美容業
(６) ⽇⽤品の修理業
(７) 学習塾
(８) その他前各号に類するものとして市⻑が認めるもの
（融資⾦融機関）

第４条 条例第５条の規定により規則で定める融資⾦融機関は、次に掲げるとおりとする。
(１) 株式会社千葉銀⾏
(２) 株式会社千葉興業銀⾏
(３) 株式会社京葉銀⾏
(４) 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏
(５) 株式会社みずほ銀⾏
(６) 株式会社りそな銀⾏
(７) 株式会社三井住友銀⾏
(８) 東京ベイ信⽤⾦庫
(９) 東京東信⽤⾦庫
(10) 朝⽇信⽤⾦庫
(11) ⼩松川信⽤⾦庫
(12) 東栄信⽤⾦庫
(13) 第⼀勧業信⽤組合

２ 前項各号に定める融資⾦融機関において融資資⾦の融資を受けようとする者が⼝座を開設する店舗は、市⻑が別に定
めるものとする。
（融資の申請）

第５条 融資資⾦の融資を受けようとする者は、市川市中⼩企業資⾦融資申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添え
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て市⻑に提出しなければならない。
(１) 信⽤保証委託申込書
(２) 確定申告書の写し
(３) 融資を受けようとする者が市町村⺠税（特別区⺠税を含む。以下同じ。）の課税対象者の場合にあっては、当該
市町村⺠税を完納していることを証する書類
(４) その他市⻑が必要と認める書類
（融資の決定の通知）

第６条 市⻑は、前条の規定による申請があったときは、融資資⾦の融資の適否を決定し、速やかに、市川市中⼩企業資
⾦融資決定通知書（様式第２号）により融資を受けようとする者に通知するものとする。
（設備等設置完了届）

第７条 ⼩規模事業資⾦、⼩⼝零細企業保証制度資⾦、商店街空き店舗等利⽤資⾦、公害防除資⾦⼜は環境管理対策資⾦
（次条において「⼩規模事業資⾦等」という。）の融資を受けた者は、当該融資に係る設備等の設置を完了したとき
は、当該設備等の設置を完了した⽇から７⽇以内に設備等設置完了届（様式第３号）を市⻑に提出するものとする。
（設備等の設置の確認）

第８条 市⻑は、前条の規定による届出があったときは、⼩規模事業資⾦等の融資に係る設備等の設置の状況を確認する
ものとする。
（融資状況の報告）

第９条 融資⾦融機関は、融資資⾦の融資の状況について毎⽉１回市⻑に報告するものとする。
（利⼦補給率）

第10条 条例第12条第１項に規定する規則で定める率（以下「利⼦補給率」という。）は、次の表の左欄に掲げる融資
資⾦の種類の区分に応じ、同表の右欄に定める率とする。ただし、⾃然災害による被害の復旧のために⼩規模事業資⾦
⼜は⼩⼝零細企業保証制度資⾦の融資を受ける場合その他市⻑が特別の事情があると認める場合は、これを変更するこ
とができる。

２ 利⼦補給率が融資資⾦に係る融資の利率を超えるときは、前項の規定にかかわらず、融資資⾦に係る融資の利率を利
⼦補給率とする。
（利⼦補給⾦の交付の時期）

第11条 融資資⾦の融資に係る利⼦補給⾦（以下「利⼦補給⾦」という。）は、融資⾦融機関に利⼦を⽀払った期間が
１⽉から６⽉までのものにあっては９⽉に、７⽉から12⽉までのものにあっては翌年の３⽉に交付するものとする。
（利⼦補給⾦の交付の申請）

第12条 利⼦補給⾦を受けようとする者は、市川市中⼩企業資⾦利⼦補給⾦交付申請書（様式第４号）を市⻑に提出し
なければならない。

２ 利⼦補給⾦を受けようとする者からの委任を受けて利⼦補給⾦を受けようとする融資⾦融機関は、市川市中⼩企業資
⾦利⼦補給⾦⼀括交付申請書（様式第５号）に利⼦補給⾦を受けようとする者からの委任状を添付して市⻑に提出しな
ければならない。ただし、当該委任につき既に委任状が提出されているときは、委任状を添付することを要しない。

３ 前２項の場合において、利⼦補給⾦を受けようとする者が市町村⺠税の課税対象者であるときは、当該市町村⺠税を
完納していることを証する書類を提出しなければならない。この場合において、市⻑は、その者が本市の市⺠税を完納
していることを公簿等により確認することができるときは、その者の同意を得てその事実を証する書類の提出を省略さ
せることができる。

４ 第１項及び第２項の申請書は、９⽉に交付を受ける利⼦補給⾦に係るものにあっては７⽉31⽇までに、３⽉に交付
を受ける利⼦補給⾦に係るものにあっては１⽉31⽇までに提出しなければならない。
（利⼦補給⾦の交付の決定）

第13条 市⻑は、前条の規定による申請があったときは、利⼦補給⾦の交付の可否を決定し、速やかに、市川市中⼩企
業資⾦利⼦補給⾦交付決定通知書（様式第６号）により利⼦補給⾦を受けようとする者に通知するものとする。
（利⼦補給⾦の交付の請求）

第14条 前条の規定による利⼦補給⾦の交付の決定の通知を受けた者は、利⼦補給⾦の交付を請求しようとするとき
は、市川市中⼩企業資⾦利⼦補給⾦交付請求書（様式第７号）を市⻑に提出しなければならない。

附 則
（施⾏期⽇）

１ この規則は、平成16年４⽉１⽇から施⾏する。
（市川市中⼩企業育成資⾦利⼦補給条例施⾏規則の廃⽌）

２ 市川市中⼩企業育成資⾦利⼦補給条例施⾏規則（昭和40年規則第１号）は、廃⽌する。

融資資⾦の種類 利⼦補給率（年利）
⼩規模事業資⾦ 1.3パーセント
⼩⼝零細企業保証制度資⾦ 1.2パーセント
商店街空き店舗等利⽤資⾦ 1.3パーセント
公害防除資⾦ 2.0パーセント
環境管理対策資⾦ 2.0パーセント
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（経過措置）
３ 改正後の市川市中⼩企業資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則の規定は、平成16年４⽉１⽇以後に申請のあった資⾦
の貸付け及び利⼦補給について適⽤し、同⽇前に改正前の市川市中⼩企業資⾦融資条例施⾏規則の規定により申請の
あった資⾦の貸付け及び前項の規定による廃⽌前の市川市中⼩企業育成資⾦利⼦補給条例施⾏規則の規定により申請の
あった利⼦補給については、なお従前の例による。
（⼩⼝零細企業保証制度資⾦の融資に係る利⼦補給率の特例）

４ 平成20年10⽉31⽇から平成21年３⽉31⽇までの間において、中⼩企業信⽤保険法（昭和25年法律第264号）第２
条第５項第５号の規定により経済産業⼤⾂が指定する業種に属する事業を⾏う⼩規模企業者が第５条の規定により⼩⼝
零細企業保証制度資⾦の融資の申請を⾏った場合における当該融資に係る利⼦補給率については、第10条第１項の規
定にかかわらず、条例第７条第１項に規定する融資契約において定められた融資の期間のうち、最初の２年を経過する
⽇までの間にあっては年2.1パーセント、その後３年を経過する⽇までの間にあっては年1.3パーセントとする。

５ 前項に規定する利⼦補給率の適⽤を受ける⼩⼝零細企業保証制度資⾦の額は、⼀の⼩規模企業者当たり1,000万円を
限度とする。

６ 附則第４項の規定の適⽤がある場合における第10条第２項の規定の適⽤については、同項中「前項」とあるのは、
「附則第４項」とする。
（令和４年における利⼦補給率の特例）

７ 令和４年１⽉から同年12⽉までの間に融資⾦融機関に利⼦を⽀払った融資資⾦に係る利⼦補給率については、第10
条の規定にかかわらず、当該融資資⾦に係る融資の利率と同率とする。

附 則（平成17年３⽉31⽇規則第18号）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、公布の⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ この規則による改正前の様式により調製した⽤紙は、この規則の施⾏後においても当該⽤紙が残存する期間において
は、必要な補正をして使⽤することができる。

附 則（平成18年12⽉14⽇規則第81号）
この規則は、公布の⽇から施⾏する。

附 則（平成19年10⽉１⽇規則第42号）
この規則は、平成19年10⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成20年３⽉26⽇規則第７号）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、平成20年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ 改正後の第10条第１項の規定は、平成20年４⽉１⽇以後に融資の申請がされる融資資⾦に係る利⼦補給について適
⽤し、同⽇前に融資の申請がされた融資資⾦に係る利⼦補給については、なお従前の例による。

附 則（平成21年４⽉１⽇規則第29号）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、平成21年４⽉１⽇から施⾏し、改正後の市川市中⼩企業資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則の規定
は、平成20年10⽉31⽇から適⽤する。
（利⼦補給⾦の内払）

２ 平成20年10⽉31⽇から平成21年３⽉31⽇までの間において、改正前の市川市中⼩企業資⾦融資及び利⼦補給条例
施⾏規則の規定により交付された⼩⼝零細企業保証制度資⾦の融資に係る利⼦補給⾦は、改正後の市川市中⼩企業資⾦
融資及び利⼦補給条例施⾏規則の規定により交付される⼩⼝零細企業保証制度資⾦の融資に係る利⼦補給⾦の内払とみ
なす。

附 則（平成26年２⽉14⽇規則第２号）
この規則は、公布の⽇から施⾏する。

附 則（平成27年３⽉23⽇規則第11号）
この規則は、平成27年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成28年３⽉31⽇規則第24号）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、平成28年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の市川市中⼩企業資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則第10条第１項の規定、第２条の規
定による改正後の市川市中⼩企業独⽴⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則第８条第１項の規定並びに第３条の規定
による改正後の市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則第７条及び第９条第４項の規定
は、平成28年４⽉１⽇以後に申請のあった融資に係る利⼦補給について適⽤し、同⽇前に申請のあった融資に係る利
⼦補給については、なお従前の例による。

附 則（平成28年３⽉31⽇規則第46号）
この規則は、平成28年４⽉１⽇から施⾏する。
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附 則（平成30年３⽉22⽇規則第５号）
この規則は、平成30年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（令和４年12⽉28⽇規則第58号）
（施⾏期⽇等）

１ この規則は、公布の⽇から施⾏する。ただし、第４条第２項の改正規定並びに様式第１号及び様式第３号から様式第
７号までの改正規定は、令和５年４⽉１⽇から施⾏する。

２ 改正後の附則第７項の規定は、令和４年１⽉１⽇から適⽤する。
（利⼦補給⾦の内払）

３ 令和４年１⽉１⽇からこの規則の施⾏の⽇までの間に令和４年分の利⼦補給として改正前の市川市中⼩企業資⾦融資
及び利⼦補給条例施⾏規則の規定により交付された利⼦補給⾦は、改正後の市川市中⼩企業資⾦融資及び利⼦補給条例
施⾏規則の規定により交付される利⼦補給⾦の内払とみなす。
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市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例 (平成12年３⽉22⽇条例第21号)

最終改正:令和３年９⽉29⽇条例第33号

改正内容:令和３年９⽉29⽇条例第33号 [令和３年９⽉29⽇]

○市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例
平成12年３⽉22⽇条例第21号

改正
平成16年３⽉19⽇条例第11号
平成19年９⽉25⽇条例第34号
平成28年９⽉20⽇条例第36号
平成30年３⽉22⽇条例第15号
平成30年９⽉27⽇条例第44号
令和３年９⽉29⽇条例第33号

市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例
（目的）

第１条 この条例は、新たな事業活動を促進するため、創業者⼜は新規中⼩企業者に対し、事業を開始し、⼜は実施する
ため必要とする資⾦について創業関連保証の範囲内において⾦融機関からの融資が円滑に⾏われるようにするととも
に、当該融資の利⼦の⼀部を補給することにより、創業者及び新規中⼩企業者の事業の発展を図り、もって地域経済の
健全な発展に資することを目的とする。
（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる⽤語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(１) 創業者 産業競争⼒強化法（平成25年法律第98号。次号及び第４号において「法」という。）第２条第29項第
１号、第３号及び第５号に掲げる創業者のうち、新たに市内に事業所を設置して事業を開始するものをいう。
(２) 新規中⼩企業者 法第２条第22項に規定する中⼩企業者であって同条第29項第２号、第４号及び第６号に掲げ
る創業者のうち、市内に事業所を有するものをいう。
(３) ベンチャービジネス等⽀援資⾦ 創業者が事業を開始するため必要とする資⾦及び新規中⼩企業者が事業を実施
するため必要とする資⾦をいう。
(４) 創業関連保証 法第129条第１項に規定する創業関連保証をいう。
（融資の対象者及び要件）

第３条 ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受けることができる者は、創業者及び新規中⼩企業者とする。
２ ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受けようとする創業者⼜は新規中⼩企業者は、次に掲げる要件を備えていな
ければならない。ただし、千葉県信⽤保証協会（以下「保証協会」という。）の審査において連帯保証⼈を付す必要が
ないと判断された者にあっては、第４号に掲げる要件を備えることを要しない。
(１) 適切かつ確実な事業計画を有し、かつ、経営能⼒を備えていること。
(２) 個⼈の場合にあっては、25歳以上であること。
(３) 市町村⺠税（特別区⺠税を含む。以下同じ。）の課税対象者の場合にあっては、当該市町村⺠税を完納している
こと。
(４) 連帯保証⼈を付すことができること。
(５) 保証協会の創業関連保証を受けることができること。
（融資⾦融機関）

第４条 ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を⾏う⾦融機関（以下「融資⾦融機関」という。）は、規則で定める。
（原資の預託）

第５条 市は、ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を円滑に⾏わせるため、融資⾦融機関にベンチャービジネス等⽀援
資⾦の原資を預託するものとする。
（融資の⽅法）

第６条 ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資は、市⻑が適当と認めるものについて、ベンチャービジネス等⽀援資⾦の
融資を受ける者と融資⾦融機関との間で⾦銭消費貸借契約（以下「融資契約」という。）を締結することにより⾏う。

２ 市⻑は、前項の適当と認める融資について、ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受ける者に条件を付することが
できる。
（融資⾦額）

第７条 創業者がベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受けることができる額は、次の各号に掲げる創業者の区分に応
じ、運転資⾦及び設備資⾦を合わせて当該各号に定める額を限度とする。ただし、第４号に該当する創業者として現に
ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受けている者が第３号に該当することとなったときは、2,000万円から現に受
けているベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資の元本の残⾼を減じて得た額を限度とする。
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(１) 市内に住所を有している期間が１年以上である個⼈ 2,000万円
(２) 市内に住所を有している期間が１年未満である個⼈⼜は市内に住所を有していない個⼈ 1,000万円
(３) 市内に事業所を有している期間が１年以上である会社 2,000万円
(４) 市内に事業所を有している期間が１年未満である会社⼜は市内に事業所を有していない会社 1,000万円

２ 新規中⼩企業者がベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受けることができる額は、次の各号に掲げる新規中⼩企業
者の区分に応じ、運転資⾦及び設備資⾦を合わせて当該各号に定める額を限度とする。ただし、第２号に該当する新規
中⼩企業者として現にベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受けている者が第１号に該当することとなったときは、
2,000万円から現に受けているベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資の元本の残⾼を減じて得た額を限度とする。
(１) 会社及び市内に住所を有している個⼈ 2,000万円
(２) 市内に住所を有していない個⼈ 1,000万円

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者がベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受けることができる額
は、当該各号に定める額を限度とする。
(１) 創業者として現にベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受けている新規中⼩企業者 前項の規定により限度と
なる額から現に受けているベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資の元本の残⾼を減じて得た額
(２) 新規中⼩企業者として現にベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受けている創業者 第１項の規定により限度
となる額から現に受けているベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資の元本の残⾼を減じて得た額

（融資期間）
第８条 ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資の期間は、運転資⾦にあっては５年を、設備資⾦にあっては７年を限度と
する。
（融資利率）

第９条 ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資の利率は、市と融資⾦融機関との間で定める利率とする。
（信⽤保証料）

第10条 ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受けた者（以下「借⼊者」という。）は、保証協会に信⽤保証料を⽀
払わなければならない。

２ 前項の信⽤保証料の料率は、保証協会の定めるところによる。
（弁済）

第11条 融資を受けたベンチャービジネス等⽀援資⾦の弁済の⽅法は、原則として元⾦均等弁済とする。
２ 融資を受けたベンチャービジネス等⽀援資⾦は、融資契約で定めた融資の期間の満了の時までに弁済しなければなら
ない。

３ 融資を受けたベンチャービジネス等⽀援資⾦について、市⻑が適当と認めるときは、融資のあった⽇の属する⽉の翌
⽉から、運転資⾦にあっては６⽉を、設備資⾦にあっては１年を限度に、元本の弁済を猶予することができる。
（保証協会への損失補償）

第12条 市は、融資を受けたベンチャービジネス等⽀援資⾦を保証協会が借⼊者に代わって弁済したときは、保証協会
との契約に基づき、当該弁済した額の10分の２に相当する額の範囲内の額を保証協会に補償するものとする。
（保証協会及び融資⾦融機関の経営⽀援等）

第13条 保証協会及び融資⾦融機関は、創業者及び新規中⼩企業者に対し、相互に連携してベンチャービジネス等⽀援
資⾦の融資の実⾏及びその後における経営相談等の適切な経営⽀援を⾏うものとする。

２ 市は、前項の規定による経営⽀援について創業者及び新規中⼩企業者に⼗分な周知を⾏う等、当該経営⽀援に協⼒す
るものとする。
（利⼦補給）

第14条 市は、借⼊者がベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資について融資⾦融機関に利⼦を⽀払ったときは、当該利
⼦を⽀払ったときの当該融資の元本の残⾼に応じ、年5.0パーセント以内で規則で定める率の利⼦補給を⾏うものとす
る。

２ 前項の利⼦補給を⾏う期間は、融資契約で定めた融資の期間とする。ただし、当該期間が５年を超えるときは、５年
とする。
（返還等）

第15条 市⻑は、借⼊者が次の各号のいずれかに該当するときは、借⼊者に対し、融資を受けたベンチャービジネス等
⽀援資⾦を融資⾦融機関に⼀括して弁済させることができる。
(１) 融資を受けた目的以外の使途にベンチャービジネス等⽀援資⾦を使⽤したとき。
(２) 第６条第２項の条件に違反したとき。
(３) 虚偽その他不正の⼿段によりベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受けたとき。

２ 市⻑は、借⼊者が利⼦補給を受けた後に繰上弁済⼜は⼀括弁済をしたことにより融資⾦融機関から既に⽀払った利⼦
の返還を受けたときは、当該返還を受けた利⼦に係る利⼦補給⾦を返還させることができる。

３ 市⻑は、借⼊者が次の各号のいずれかに該当するときは、融資を受けたベンチャービジネス等⽀援資⾦に係る利⼦補
給を停⽌し、若しくは当該利⼦補給の決定を取り消し、⼜は融資を受けたベンチャービジネス等⽀援資⾦に係る利⼦補
給⾦の全部⼜は⼀部を返還させることができる。
(１) 融資を受けた目的以外の使途にベンチャービジネス等⽀援資⾦を使⽤したとき。
(２) 第６条第２項の条件に違反したとき。
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(３) 虚偽その他不正の⼿段によりベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受けたとき。
(４) 融資契約のとおりにベンチャービジネス等⽀援資⾦を弁済しないとき。
(５) ベンチャービジネス等⽀援資⾦により開始し、⼜は実施した事業に係る事業所を市内に有しなくなったとき。
(６) 市町村⺠税の課税対象者の場合にあっては、当該市町村⺠税を滞納したとき。
(７) ベンチャービジネス等⽀援資⾦に係る利⼦補給を決定したときに付した条件に違反したとき。
（委任）

第16条 この条例の施⾏に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則

この条例は、平成12年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則（平成16年３⽉19⽇条例第11号）

（施⾏期⽇）
１ この条例は、平成16年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ 改正後の市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例の規定は、平成16年４⽉１⽇以後に同条例及
びこれに基づく規則の規定により申請のあった資⾦の貸付け及び利⼦補給について適⽤し、同⽇前に改正前の市川市中
⼩企業創業⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例及びこれに基づく規則の規定により申請のあった資⾦の貸付け及び利⼦補給
については、なお従前の例による。

附 則（平成19年９⽉25⽇条例第34号）
この条例は、平成19年10⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成28年９⽉20⽇条例第36号）
この条例は、公布の⽇から施⾏する。

附 則（平成30年３⽉22⽇条例第15号）
（施⾏期⽇）

１ この条例は、平成30年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ 改正後の市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例の規定は、平成30年４⽉１⽇以後に融資の申
請のあった改正後の第２条第３号に規定するベンチャービジネス等⽀援資⾦について適⽤し、同⽇前に融資の申請の
あった改正前の第２条第４号に規定するベンチャービジネス等⽀援資⾦については、なお従前の例による。

附 則（平成30年９⽉27⽇条例第44号）
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める⽇から施⾏する。
(１) 第１条の規定 公布の⽇
(２) 第２条の規定 産業競争⼒強化法等の⼀部を改正する法律（平成30年法律第26号）附則第１条第２号に掲げる
規定の施⾏の⽇⼜はこの条例の公布の⽇のいずれか遅い⽇

附 則（令和３年９⽉29⽇条例第33号）
（施⾏期⽇）

１ この条例は、公布の⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ 改正後の市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例の規定は、この条例の施⾏の⽇以後に融資の申
請をする同条例第２条第３号に規定するベンチャービジネス等⽀援資⾦について適⽤し、同⽇前に融資の申請のあった
改正前の市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例第２条第３号に規定するベンチャービジネス等⽀
援資⾦については、なお従前の例による。
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市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則 (平成12年３⽉31⽇規則第49号)

最終改正:令和４年12⽉28⽇規則第59号

改正内容:令和４年12⽉28⽇規則第59号 [令和５年４⽉１⽇]

○市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則
平成12年３⽉31⽇規則第49号

改正
平成12年７⽉28⽇規則第94号
平成13年３⽉28⽇規則第15号
平成13年６⽉27⽇規則第46号
平成13年12⽉27⽇規則第70号
平成14年１⽉11⽇規則第３号
平成14年３⽉27⽇規則第12号
平成14年６⽉13⽇規則第34号
平成14年６⽉28⽇規則第38号
平成14年８⽉14⽇規則第41号
平成15年２⽉26⽇規則第２号
平成15年３⽉12⽇規則第６号
平成15年３⽉31⽇規則第34号
平成15年４⽉22⽇規則第54号
平成15年６⽉18⽇規則第56号
平成16年３⽉31⽇規則第32号
平成17年３⽉31⽇規則第18号
平成17年４⽉26⽇規則第35号
平成18年12⽉14⽇規則第81号
平成19年10⽉１⽇規則第44号
平成26年２⽉14⽇規則第２号
平成27年３⽉23⽇規則第11号
平成28年３⽉31⽇規則第24号
平成28年３⽉31⽇規則第46号
平成30年３⽉22⽇規則第５号
平成30年９⽉13⽇規則第54号
令和２年７⽉17⽇規則第61号
令和３年９⽉29⽇規則第47号
令和４年12⽉28⽇規則第59号

市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則
（趣旨）

第１条 この規則は、市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例（平成12年条例第21号。以下「条
例」という。）の施⾏に関し必要な事項を定めるものとする。
（融資⾦融機関）

第２条 条例第４条に規定する規則で定める融資⾦融機関は、次に掲げるとおりとする。
(１) 株式会社千葉銀⾏
(２) 株式会社千葉興業銀⾏
(３) 株式会社京葉銀⾏
(４) 株式会社三菱ＵＦＪ銀⾏
(５) 株式会社みずほ銀⾏
(６) 株式会社りそな銀⾏
(７) 株式会社三井住友銀⾏
(８) 東京ベイ信⽤⾦庫
(９) 東京東信⽤⾦庫
(10) 朝⽇信⽤⾦庫
(11) ⼩松川信⽤⾦庫
(12) 東栄信⽤⾦庫
(13) 第⼀勧業信⽤組合
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２ 前項各号に定める融資⾦融機関において融資資⾦の融資を受けようとする者が⼝座を開設する店舗は、市⻑が別に定
めるものとする。
（融資の申請）

第３条 ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受けようとする創業者は、市川市中⼩企業資⾦融資申請書（様式第１
号）に次に掲げる書類を添えて市⻑に提出しなければならない。
(１) 信⽤保証委託申込書
(２) 開始しようとする事業に係る計画を記した書類
(３) 資⾦計画に関する書類
(４) 個⼈の場合にあっては、住⺠票の写し
(５) 会社の場合にあっては、登記事項証明書
(６) 融資を受けようとする者が市町村⺠税（特別区⺠税を含む。以下同じ。）の課税対象者の場合にあっては、当該
市町村⺠税を完納していることを証する書類
(７) その他市⻑が必要があると認める書類

２ ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受けようとする新規中⼩企業者は、市川市中⼩企業資⾦融資申請書に次に掲
げる書類を添えて市⻑に提出しなければならない。
(１) 信⽤保証委託申込書
(２) 個⼈の場合にあっては、住⺠票の写し
(３) 会社の場合にあっては、登記事項証明書
(４) 融資を受けようとする者が市町村⺠税の課税対象者の場合にあっては、当該市町村⺠税を完納していることを証
する書類
(５) 決算期が到来している者にあっては、確定申告書の写し
(６) 決算期が到来していない者にあっては、試算表
(７) その他市⻑が必要があると認める書類
（融資の決定の通知）

第４条 市⻑は、前条の規定による申請があったときは、ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資の適否を決定し、速やか
に、市川市中⼩企業ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資決定通知書（様式第２号）により融資を受けようとする者に通
知するものとする。
（創業届等）

第５条 創業者は、ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資に係る事業を開始したときは、当該事業を開始した⽇から７⽇
以内に市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資創業届（様式第３号）を市⻑に提出しなければならない。

２ 創業者⼜は新規中⼩企業者は、ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資に係る設備の設置を完了したときは、当該設備
の設置を完了した⽇から７⽇以内に市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資設備設置完了報告書（様式第４号）を市
⻑に提出しなければならない。
（創業等の調査）

第６条 市⻑は、前条第１項の規定による届出があったときは、ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資に係る事業が開始
されているかどうかについて調査するものとする。

２ 市⻑は、前条第２項の規定による報告があったときは、ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資に係る設備の設置の状
況を調査するものとする。
（融資状況の報告）

第６条の２ 融資⾦融機関は、融資資⾦の融資の状況について毎⽉１回市⻑に報告するものとする。
（利⼦補給率）

第７条 条例第14条第１項に規定する規則で定める率（以下「利⼦補給率」という。）は、年利1.9パーセントとする。
ただし、⾃然災害による被害の復旧のためにベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資を受ける場合その他市⻑が特別の事
情があると認める場合は、これを変更することができる。

２ 利⼦補給率がベンチャービジネス等⽀援資⾦に係る融資の利率を超えるときは、前項の規定にかかわらず、ベン
チャービジネス等⽀援資⾦に係る融資の利率を利⼦補給率とする。
（利⼦補給⾦の交付の時期）

第８条 ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資に係る利⼦補給⾦（以下「利⼦補給⾦」という。）は、融資⾦融機関に利
⼦を⽀払った期間が１⽉から６⽉までのものにあっては９⽉に、７⽉から12⽉までのものにあっては翌年の３⽉に交
付するものとする。
（利⼦補給⾦の交付の申請）

第９条 利⼦補給⾦を受けようとする者は、市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦利⼦補給⾦交付申請書（様式第５号）
を市⻑に提出しなければならない。

２ 利⼦補給⾦を受けようとする者からの委任を受けて利⼦補給⾦を受けようとする融資⾦融機関は、市川市ベンチャー
ビジネス等⽀援資⾦利⼦補給⾦⼀括交付申請書（様式第６号）に利⼦補給⾦を受けようとする者からの委任状を添付し
て市⻑に提出しなければならない。ただし、当該委任につき既に委任状が提出されているときは、委任状を添付するこ
とを要しない。

３ 前２項の場合において、利⼦補給⾦を受けようとする者が市町村⺠税の課税対象者であるときは、当該市町村⺠税を
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完納していることを証する書類を提出しなければならない。この場合において、市⻑は、その者が本市の市⺠税を完納し
ていることを公簿等により確認することができるときは、その者の同意を得てその事実を証する書類の提出を省略させ
ることができる。

４ 第１項及び第２項の申請書は、９⽉に交付を受ける利⼦補給⾦に係るものにあっては７⽉31⽇までに、３⽉に交付
を受ける利⼦補給⾦に係るものにあっては１⽉31⽇までに提出しなければならない。
（利⼦補給⾦の交付の決定）

第10条 市⻑は、前条の規定による申請があったときは、利⼦補給⾦の交付の可否を決定し、速やかに、市川市ベン
チャービジネス等⽀援資⾦利⼦補給⾦交付決定通知書（様式第７号）により利⼦補給⾦を受けようとする者に通知する
ものとする。
（利⼦補給⾦の交付の請求）

第11条 前条の規定による利⼦補給⾦の決定の交付の通知を受けた者は、利⼦補給⾦の交付を請求しようとするとき
は、市川市中⼩企業ベンチャービジネス等⽀援資⾦利⼦補給⾦交付請求書（様式第８号）を市⻑に提出しなければなら
ない。

附 則
（施⾏期⽇）

１ この規則は、平成12年４⽉１⽇から施⾏する。
（令和４年における利⼦補給率の特例）

２ 令和４年１⽉から同年12⽉までの間に融資⾦融機関に利⼦を⽀払った融資資⾦に係る利⼦補給率については、第７
条の規定にかかわらず、当該融資資⾦に係る融資の利率と同率とする。

附 則（平成12年７⽉28⽇規則第94号）
この規則は、平成12年８⽉14⽇から施⾏する。

附 則（平成13年３⽉28⽇規則第15号）
この規則は、平成13年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成13年６⽉27⽇規則第46号）
この規則は、公布の⽇から施⾏し、第１条の規定による改正後の市川市中⼩企業資⾦融資条例施⾏規則第10条第17号

の規定、第２条の規定による改正後の市川市中⼩企業開業育成資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則第３条第17号の規定
及び第３条の規定による改正後の市川市中⼩企業創業⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則第２条第17号の規定は、
平成13年６⽉11⽇から適⽤する。

附 則（平成13年12⽉27⽇規則第70号）
この規則は、平成14年１⽉４⽇から施⾏する。

附 則（平成14年１⽉11⽇規則第３号）
この規則は、平成14年１⽉15⽇から施⾏する。

附 則（平成14年３⽉27⽇規則第12号）
この規則は、平成14年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成14年６⽉13⽇規則第34号）
この規則は、平成14年６⽉17⽇から施⾏する。

附 則（平成14年６⽉28⽇規則第38号）
この規則は、公布の⽇から施⾏する。

附 則（平成14年８⽉14⽇規則第41号）
この規則は、平成14年８⽉19⽇から施⾏する。

附 則（平成15年２⽉26⽇規則第２号）
この規則は、平成15年３⽉３⽇から施⾏する。

附 則（平成15年３⽉12⽇規則第６号）
この規則は、平成15年３⽉17⽇から施⾏する。

附 則（平成15年３⽉31⽇規則第34号）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、平成15年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の市川市中⼩企業育成資⾦利⼦補給条例施⾏規則第２条の規定、第２条の規定による改正
後の市川市中⼩企業開業育成資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則第８条第１項の規定及び第３条の規定による改正後の
市川市中⼩企業創業⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則第７条第１項の規定は、平成15年４⽉１⽇以後に貸付申
請のあった資⾦について適⽤し、同⽇前に貸付申請のあった資⾦については、なお従前の例による。

附 則（平成15年４⽉22⽇規則第54号）
この規則は、平成15年５⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成15年６⽉18⽇規則第56号）
この規則は、平成15年７⽉22⽇から施⾏する。

附 則（平成16年３⽉31⽇規則第32号）
（施⾏期⽇）

14/15



１ この規則は、平成16年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ 改正後の市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則の規定は、平成16年４⽉１⽇以後に
申請のあった資⾦の貸付けについて適⽤し、同⽇前に申請のあった資⾦の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則（平成17年３⽉31⽇規則第18号）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、公布の⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ この規則による改正前の様式により調製した⽤紙は、この規則の施⾏後においても当該⽤紙が残存する期間において
は、必要な補正をして使⽤することができる。

附 則（平成17年４⽉26⽇規則第35号抄）
（施⾏期⽇）

１ この規則は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（平成18年12⽉14⽇規則第81号）

この規則は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（平成19年10⽉１⽇規則第44号）

この規則は、平成19年10⽉１⽇から施⾏する。
附 則（平成26年２⽉14⽇規則第２号）

この規則は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（平成27年３⽉23⽇規則第11号）

この規則は、平成27年４⽉１⽇から施⾏する。
附 則（平成28年３⽉31⽇規則第24号）

（施⾏期⽇）
１ この規則は、平成28年４⽉１⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ 第１条の規定による改正後の市川市中⼩企業資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則第10条第１項の規定、第２条の規
定による改正後の市川市中⼩企業独⽴⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則第８条第１項の規定並びに第３条の規定
による改正後の市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則第７条及び第９条第４項の規定
は、平成28年４⽉１⽇以後に申請のあった融資に係る利⼦補給について適⽤し、同⽇前に申請のあった融資に係る利
⼦補給については、なお従前の例による。

附 則（平成28年３⽉31⽇規則第46号）
この規則は、平成28年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成30年３⽉22⽇規則第５号）
この規則は、平成30年４⽉１⽇から施⾏する。

附 則（平成30年９⽉13⽇規則第54号）
この規則中第１条の規定は公布の⽇から、第２条の規定は産業競争⼒強化法等の⼀部を改正する法律（平成30年法律

第26号）附則第１条第２号に掲げる規定の施⾏の⽇から施⾏する。
附 則（令和２年７⽉17⽇規則第61号）

この規則は、公布の⽇から施⾏する。
附 則（令和３年９⽉29⽇規則第47号）

（施⾏期⽇）
１ この規則は、公布の⽇から施⾏する。
（経過措置）

２ 改正後の市川市ベンチャービジネス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則の規定は、この規則の施⾏の⽇以後に
ベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資の申請をする者について適⽤し、同⽇前にベンチャービジネス等⽀援資⾦の融資
の申請のあった者については、なお従前の例による。

附 則（令和４年12⽉28⽇規則第59号）
（施⾏期⽇等）

１ この規則は、公布の⽇から施⾏する。ただし、第２条第２項の改正規定並びに様式第１号及び様式第３号から様式第
８号までの改正規定は、令和５年４⽉１⽇から施⾏する。

２ 改正後の附則第２項の規定は、令和４年１⽉１⽇から適⽤する。
（利⼦補給⾦の内払）

３ 令和４年１⽉１⽇からこの規則の施⾏の⽇までの間に令和４年分の利⼦補給として改正前の市川市ベンチャービジネ
ス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則の規定により交付された利⼦補給⾦は、改正後の市川市ベンチャービジネ
ス等⽀援資⾦融資及び利⼦補給条例施⾏規則の規定により交付される利⼦補給⾦の内払とみなす。
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 参考資料④  

 
新型コロナウイルス感染症に係る資金の 
市川市利子補給制度について（概要） 

 

１．対象者 

  ・市川市内に主たる事業所があること。 
      ※法人の場合、事業実態のある登記上の本店（又は登記上の主たる事務所）があること。 

   ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、市のセーフティネット保証 4 号・5 号、危機関連保証の 
いずれかの認定を受けて、次の条件を満たすこと。 

   【条件】セーフティネット保証 4 号・5 号、危機関連保証の対象：令和 3 年 5 月 31 日までに保証申込み

を行い、かつ、同日までに貸付実行をされた方 
  
２．対象資金 

千葉県制度融資 ○セーフティネット資金（市町村認定枠・危機関連保証枠） 
            ○新型コロナウイルス感染症対応特別資金 

 
３．補助対象融資限度額 

    2,000 万円（1 事業者につき） 
 
４．融資期間 

    融資期間 7 年（限度）・据置 1 年（限度） 
 
５．資金使途 

    運転資金・設備資金 
 
６．信用保証料補助 

・補助上限額：247,500 円（1 事業者につき） 

       ※補助金の交付は、融資実行後に適宜実施 
・信用保証料補助金交付実績（令和 5 年 8 月末時点） 
    令和元年度分   26 件  5,449,648 円（10 件 1,287,410 円） 
    令和 2 年度分  360 件 70,869,308 円（50 件 4,497,020 円） 

     令和 3 年度分   29 件  5,174,135 円（ 3 件  104,698 円） 
              計 415 件 81,493,091 円 
   ※（ ）は繰上償還による返還額 

 
７．利子補給 

     ・利子補給率：1.0％ 
     ・補給対象期間：融資実行日から 3 年間 
       ※利子補給金の交付は、1 月から 12 月までを１回の利子補給期間とし、この返済利子に対して 

翌年 2 月から 3 月まで実施。 
・利子補給金交付実績（令和 5 年 8 月末現在） 

令和 2 年度分  346 件 24,691,736 円 
令和 3 年度分  345 件 43,355,029 円 
令和 4 年度分  319 件 31,268,428 円 

 
８．セーフティネット保証・危機関連保証の認定状況（参考）※令和 2 年 3 月～令和 5 年 8 月末現在 

      ・セーフティネット保証 4 号：2,911 件 

・セーフティネット保証 5 号： 434 件 

・危機関連保証       ： 785 件  計 4,130 件 

以上 



 参考資料⑤  

 

市川市中小企業融資制度のベンチャービジネス等支援資金 
に係る信用保証料補助金の交付について（概要） 

 
１．対象者 

    市川市中小企業融資制度 ベンチャービジネス等支援資金利用者 
 
２．補助内容 

     ・令和 2 年度～令和 3 年度：補助上限額 247,500 円 
      ・令和 4 年度～        ：    〃   128,000 円 

※補助金の交付は、融資実行後に適宜実施 
 

３．補助実績及び進捗状況（令和 5 年 8 月末時点） 
・令和 2 年度：13 件 1,718,900 円 （2 件 137,387 円） 
・令和 3 年度：41 件 4,117,930 円 （1 件  78,013 円）  
・令和 4 年度：48 件 2,710,860 円 （1 件  48,686 円）  
・令和 5 年度：14 件  807,710 円  

計 116 件 9,355,400 円  
※（ ）は繰上償還による返還額 

 
以上 
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